
短期入所生活介護重要事項説明書 

                   

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

 

   電話：０５４８－３２－０２０１ 

   担当：山内 雅   

 ※ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

 

２ 特別養護老人ホーム片岡杉の子園の概要 

 

（１） 施設の名称・所在地等 

 

事業所番号 静岡県 ２２７５５０００１１号 

事業所名 特別養護老人ホーム片岡杉の子園 

所在地 静岡県榛原郡吉田町片岡２８９５ 

 

 

（２） 施設の職員体制 

 

職種 人員 業務内容 

施設長（管理者） 1 名 事業所の運営全般の管理、監督 

生活相談員 2 名 相談援助、関係機関との連絡調整 

介護士 20 名以上 利用者の日常生活を営むうえで必要な介護、サービス提供 

看護師 3 名 利用者の心身の健康管理、日常生活のうえで必要な看護 

管理栄養士 1 名 栄養管理、栄養相談 

医師（嘱託） 2 名 健康管理のうえで必要な診断、療養上の指導 

事務職員 3 名 事務及び経理事務 

※ 特別養護老人ホーム施設サービスに従事する職員と合算記載。 

 

 

 

 

 

 

定    員 20 名 静 養 室 １室 

居室 ４人部屋 5 室 

医 務 室 １室 

食   堂 1 室 

機能訓練室 １室 

浴    室 一般浴槽と特別浴槽があります   



（３）施設の設備等の概要 

※ 施設の設備は特別養護老人ホームと併用 

 

(４) 施設運営方針 

   ・利用者様ひとりひとりを大切にします。 

   ・生活の場を提供し、家庭的な雰囲気の中で、サービスの利用をして頂けるように努 

力します。 

・地域に開かれ、だれでも気軽にお越し頂けるようにします。 

・利用者様の尊厳を重視します。 

・どのようなサービスを利用したいか、利用者様の身になって考えサービス提供を行 

います。 

 

３ 提供サービス内容 

 

項  目 サ ー ビ ス 内 容 

食  事 

管理栄養士による栄養管理を行います。 

利用者の嗜好を考慮するほか、刻み食、ソフト食等利用者の身体機能に応

じて提供します。 

食堂、デイルームで、離床しての食事介助を行います。 

食事時間   朝 食   ７：３０ ～ 

       昼 食  １２：００ ～  

       夕 食  １８：００ ～  

入  浴 

週に２回入浴できます。（2 泊 3 日以上）身体状態に応じて機械浴・一般浴

に分けてあります。健康上の都合で入浴出来ない時は着替え・清拭等によ

り清潔を心掛けます。 

排  泄 

利用者の尊厳（プライバシーの確保、適切な言葉掛け、介護技術）が常に

保てるような排泄介助を実施します。利用者一人一人のＡＤＬ、排泄パタ

ーンを把握し、適切な援助に努めます。 

清 潔 整 容 

衣類の交換（日常着～寝巻き）は起床、就寝時に必要に応じてお手伝いし

ます。 

シーツ交換等は週一回行いますが、汚れた場合は随時交換します。 

機 能 訓 練 
施設内で看護師、介護士が中心となり、生活の中で身体機能の維持のため

の生活リハビリを行います。 

健 康 管 理 
看護師による状態観察、心身の健康管理を行います。施設外の受診には必

ずご家族の付き添いをお願いします。 

医  療 

施設内での医療行為には限界があります。医師の判断で入院の指示が出る

ことがあります。 

入院の場合は利用期間中でもサービスを中止し、退所していただきます。 

 

相談・援助 
利用者の生活向上のために、利用者又はその家族に対する相談の機会を設

け、適切な援助が行えるよう努めます。 

レクリエーション 季節行事や、クラブ活動及び施設外活動に参加できます。 

 

※施設内にて感染症が発生した場合や天災事変により、営業を中止させていただく場合が 

ございます。 

 

 

 



４ 利用料金 

基本料金 

① 基本料金 

介護度 1 日当たりの利用料金 介護保険適用時の 

1 日当たりの自己負担金額 

要支援１ ４,５１０円 ４５１円 

要支援２ ５,６１０円 ５６１円 

要介護１ ６,０３０円 ６０３円 

要介護２ ６,７２０円 ６７２円 

要介護３ ７,４５０円 ７４５円 

要介護４ ８,１５０円 ８１５円 

要介護５ ８,８４０円 ８８４円 

※ 自己負担額は介護報酬額の１割負担となりますが、本人の前年度の収入によっては、 

  2割負担・3割負担となります（平成３０年８月より改正） 

 

※ 償還払いの場合には、一且、介護報酬額全額をお支払いいただき、その後、領収書を添

付して各市町村に請求されますと、９割の還付が得られます。 

 

② サービス提供体制強化加算（Ⅰ）        １日あたり   ２２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）        １日あたり   １８円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）        １日あたり    ６円 

介護職員の中で、介護福祉士の占める割合が５０％以上、または常勤の介護職員、看護

職員の配置比率、勤続年数が一定の条件を満たす場合に利用者全員を対象に加算されます。 

 

③ 夜勤職員配置加算（Ⅰ）1           1日あたり    １３円 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）1           1日あたり    １５円 

夜勤を行なう職員の勤務条件に関する基準を満たした場合、利用者全員を対象に加算され

ます。 

 

④ 看護体制加算（Ⅰ）               １日あたり    ４円 

看護体制加算（Ⅱ）               １日あたり    ８円 

常勤看護師の配置、夜間における２４時間の連絡体制を確保し、一定の要件を満たす場合

に利用者全員を対象に加算されます。 

 

⑤ 認知症行動、心理症状緊急対応加算        １日あたり  ２００円 

（入所日から７日を上限） 

 

⑥ 若年性認知症利用者受入加算           １日あたり  １２０円 

若年性認知症の利用者の方を受け入れた場合にサービス利用者個人に加算されます。 

 

⑦ 療養食加算                             ２３円 

医師の食事せんに基づく療養食（*）を提供した場合、サービス利用者個人に加算されます。 

(*)糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・脾臓病食・高脂血症食・通風食及

び特別な場合の検査食                   

 



⑧ 機能訓練体制加算                          １２円 

  理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を行った場合にサービス

利用者個人に加算されます。 

 

⑨ 認知症専門ケア加算                          ３円 

    認知症である入所者と、研修を受けた職員の数が、一定の要件を満たした場合に入所 

    者個人を対象に加算となります。（認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の場合） 

 

⑩ 緊急時受け入れ加算                        

  緊急時（利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員（ケアマネージャー） 

  が、必要と認めた場合）ケアプランに記載がないショートステイを緊急に行った 

  場合・・・・・・・・・・・・９０円（７日間限定） 

※介護者の病気等やむを得ない場合は、１４日間まで OK 

 

⑪ 在宅中重度受入れ加算（看護体制加算を算定していない場合）     ４２５円              

(看護体制加算（Ⅰ）を算定した場合)              ４２１円 

     (看護体制加算（Ⅱ）を算定した場合)              ４１７円 

     （看護体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）ともに算定した場合）         ４１３円 

     訪問看護サービスを利用している在宅中重度者が、短期入所の場合においても、なじ

みの訪問看護師からサービス提供がうけられる体制を確保した場合、サービス利用者

個人に加算されます。 

 

 ⑫ 医療連携強化加算                          ５８円  

喀痰吸引 人工肛門 経鼻胃管・胃ろう等の経腸栄養 褥瘡に対する治療等の状態に

ある場合に加算されます。 ※片岡杉の子園では受け入れ出来る医療的処置の範囲を 

              定めています。 

⑬ 送迎費 

・吉田町内（片道につき）                    １８４円  

※ 吉田町外の送迎には別途料金がかかります（片道料金） 

     ・施設から片道５ｋｍ未満                      無料 

     ・５ｋｍ以上～１０ｋｍ未満                   ３５０円 

     ・１０ｋｍ以上は５ｋｍにつき                  ５００円 

 

 

 ⑭施設職員の賃金の改善等の実施の為、規定通り下記のいずれかが加算されます。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）        ・基本料金➀+②～⑬合計の 14.0％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）        ・基本料金➀+②～⑬合計の 13.6％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）        ・基本料金➀+②～⑬合計の 11.3％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）        ・基本料金➀+②～⑬合計の 9.0％ 

 

 

 

 



（２） 介護保険給付以外の料金 

サービスの種類 料金 

居住費（多床室）       利用者負担第１段階 日額：   ０円 

利用者負担第２段階 日額： ４３０円 

利用者負担第３段階① 日額： ４３０円 

利用者負担第３段階② 日額： ４３０円 

利用者負担第４段階 日額： ９１５円 

食費（通常提供される食事）  利用者負担第１段階 日額： ３００円 

利用者負担第２段階 日額： ６００円 

利用者負担第３段階① 日額：１,０００円 

利用者負担第３段階② 日額：１,３００円 

利用者負担第４段階 

朝食：￥335・昼食：￥640・夕食：￥470  
日額：１,４４５円 

おやつ代 日額：  ６０円 

日常生活費 

日額：３０～５０円 

タオル、シャンプー、リンス、ボディソープ、

保湿クリーム、歯磨き粉、とろみ剤 

複写物の交付 一枚につき   １０円 

日常生活に必要な物品、医療的な処置に必要な物品  

レクリエーション行事・クラブ活動費 

実 費 
理美容費 

特別な食事（通常提供される食事以外の物で希望され

た場合） 

※ 低所得者への利用者負担減免（軽減）制度があります 

 資産要件 単独で 1000万円、夫婦で 2000万円の現金、預貯金のある方は対象外と 

       なります。  

 

キャンセル料 

①入所日の前日午後５時までに連絡をいただいた場合           無料 

②入所日の前日午後５時までに連絡をいただかなかった場合１日の基本料金の５０％ 

 

（３） 利用中の中止 

    利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 

  ※ 以下の場合には、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・利用者が中途退所を希望した場合 

   ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

   ・利用中に体調が悪くなった場合、短期入所生活介護の継続が困難になったとき 

・他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

  ※『食費』については、ご利用中の急な退所の場合は食費を頂く事があります。 

 

 

 

 

 



（４） 利用料金の支払方法 

     翌月１５日までに当月分の請求書をお渡しいたしますので、請求書受領の翌々月

の４日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行します。お

支払方法は、次の 3通りからお選び下さい。 

1. 利用者及び支払い責任者の預金口座からの自動引き落とし･･･振替日は利用月の

翌々月 4日です 

2. 焼津信用金庫吉田支店 特別養護老人ホーム片岡杉の子園の口座へのお振込み 

3. 窓口での現金払い 

 

 

５  サービスの利用方法 

 

（１） サービスの利用申し込み 

・ 担当ケアマネージャーに申し込んでもらいます。 

・ ご利用期間決定後、面接を行ない、契約を締結します。 

※面接結果により、利用をお断りさせて頂く場合があります。 

 

（２) サービス利用契約の終了 

  １ 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して文書で通知 

    することにより、いつでもこの契約を解約することができます。 

 

  ２ 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１ケ月間の予告期間を 

    おいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができ   

    ます。 

 

  ３ 利用者が、サービス利用料金の支払を１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催 

告したにもかかわらず 14日以内に支払わない場合、その他やむを得ない事情に 

より施設を閉鎖もしくは縮小する場合は、15日前までに文書で通知することに 

より、サービス利用契約を終了させていただくことがございます。なお、この 

場合、予約は無効となります。 

 

４ 利用者または身元引受人並びにその関係者等が当施設や当施設の従業員または他の

利用者等に対して暴言、暴力をした場合、その他この契約を継続し難い行為を行っ

た場合はサービス利用契約を終了させていただきます。 

 

  ５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

   ① 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

   ② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合  

   ③ 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合 

 

 

 

 



６  身元引受人の責任 

 

１．身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者にたいする一切の責務について、

利用者と連携して履行の責任をおいます。 

２.身元引受人の前項以外の責任 

・ 利用者が医療機関に受診する場合、受診・手続き等が円滑に進行するよう協力する

こと。 

 

 

７  施設ご利用に当たっての留意点 

・面会時間 ９：００ ～ １８：００（食べ物の差し入れはご遠慮下さい） 

・金銭、貴重品の管理  原則として持ち込みは遠慮願います。 

    ・外出         利用初日に連絡のうえ、許可を受けるものとします。 

    ・飲酒、喫煙      原則禁止 

    ・設備、器具の利用   職員にお尋ねください。 

    ・所持品の持ち込み   入所のご案内に記載 

    ・施設外での受診    必ずご家族にお願いします。            

    ・勧誘などの宗教活動  禁止               

    ・特定の政治活動    禁止 

    ・その他        他の利用者の迷惑となる行為などは禁止します。 

  

８  緊急時の対応方法 

ご利用者の容態の変化等があった場合は、速やかにご家族に連絡し、急変時は救急搬

送します。ご家族は主治医に連絡して紹介状を発行していただくほか、必ず病院への

付き添いをお願いいたします。また、事前に、緊急時の延命の意思の確認書をご記入

いただきます。 

 

９  非常災害対策 

・防災設備 

    スプリンクラー、屋内消火栓設備、自動火災通報設備、消火器等消防法に定められた諸 

    設備が備えられています。 

   ・防災訓練 

    防災委員会を中心に毎月｢防災訓練計画｣に基づき全職員訓練を行います。年４回は夜間 

    及び昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加していただき実施しています。 

   ・防火責任者 

    選任しており、定期的に諸設備の点検、職員への指導教育を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



１０  サービス内容に関する相談・苦情 

①  当施設ご利用者相談・苦情担当 

      担 当 生活相談員  若尾 美香    電話 ０５４８－３２－０２０１ 

      責任者 施設長    鈴木 佐知子 

受付時間：９：００ ～ １７：００ 

 

②  その他 

当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

      吉田町役場 福祉課               ０５４８－３３－２１０６ 

（町民以外の方は、住所地の介護保険担当課にご連絡下さい。） 

静岡県社会福祉協議会              ０５４－２５４－５２４８   

      国民健康保険団体連合会             ０５４－２５３－５５９０ 

 

 

 

 

１１  当施設の概要 

 

名称・法人種別           社会福祉法人杉の子 

   代表者役職氏名           理 事 長  金 杉 紀 明 

   本部所在地・電話番号        静岡県榛原郡吉田町片岡２８９５番地 

                     電話   ０５４８－３２－０２０１ 

   定款の目的に定めた事業         １ 第一種社会福祉事業 

                   ２ 第二種社会福祉事業 

                   ３ 公益事業 

事業内容.提供するサービス   １ 特別養護老人ホーム 

                  ２ 短期入所生活介護 

                  ３ 通所介護 

                  ４ 居宅介護支援事業 

                  ５ その他これに付随する業務 

 

 

１２  第３者による評価の実施状況 

  

 １ あり 

  実施した間近の実施日                 

実施した評価機関名称                 

評価結果の開示状況                  

２ なし 

                         

 

 


